
埼玉県ＮＰＯ活動促進助成事業助成金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 県は、県内のＮＰＯ法人の活動を促進するため、埼玉県特定非営利活

動促進基金（以下「埼玉県ＮＰＯ基金」という。）等の活用により、事業を実

施する団体に対し、予算の範囲内において助成金を交付する。 

２ 前項の助成金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則（昭

和４０年埼玉県規則第１５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、

この要綱に定めるところによる。 

 

（助成対象事業） 

第２条 助成の対象となる事業は、埼玉県内で行われる特定非営利活動で、県

の重要施策に関連する広域的な事業（複数市町村にまたがる事業または他の

地域に裨益する事業）とし、次の区分に応じて別表に定めるとおりとする。 

（１）スタートアップ支援事業 

（２）ステップアップ支援事業 

（３）パートナーシップ支援事業 

２ 前項については、この助成金以外の公的補助金の交付を受ける事業及びそ

の他の団体から助成金を受ける事業は、助成対象としない。 

 

（助成対象経費等） 

第３条 前条の事業における、助成対象者、助成対象経費、助成額、助成対象

期間等については、別表に定めるとおりとする。 

 

（助成金の額） 

第４条 助成額は、助成対象経費に補助率を乗じて求めた額とする。ただし、

千円未満の額は切り捨てる。 

２ 前項により算出した額が別表に定める限度額を上回る場合は、限度額をも

って助成額とする。 

３ 助成対象事業の実施により、参加費の徴収や成果物の販売などによって収

入を得る場合は、計画時に予定額を明らかにし、県の承認を得なければなら

ない。 

４ 助成額と助成対象事業実施による収入の合計額が助成対象経費の総額を上

回る場合は、その差額を返還するものとする。 

 

（申請書の様式等） 



第５条 規則第４条第１項の申請書の様式は、様式第１号とし、その提出期限

は、毎会計年度ごとに定め、助成金の交付の申請をしようとする者に対して

通知する。 

 

（記載事項） 

第６条 規則第４条第１項第５号に規定する知事の定める事項は、次のとおり 

とする。 

（１）規則第４条第２項第３号及び第４号に掲げる事項 

（２）事業実施により予定している収入の有無及びその内容 

２ 規則第４条第２項第５号に規定する知事の定める事項は次のとおりとする。 

（１）団体概要 

（２）役員名簿、活動予算書等、団体概要を補足する書類 

（３）備品購入費等に係る見積書等 

（４）事業内容が明らかとなる書類 

３ 規則第４条第２項第１号から第４号までに掲げる事項に係る書類の添付は

要しない。 

 

（委員会の意見の聴取） 

第７条 知事は、交付の決定をしようとするときは、あらかじめ別に定める埼

玉県共助社会づくり推進委員会（以下「委員会」という。）の意見を聴く。 

２ 委員会は、この助成金の趣旨を実現する観点から審査基準を決定し、これ

に基づいて交付先及び金額等についての意見を述べる。 

 

（交付決定及び通知） 

第８条 規則第７条の交付決定通知書の様式は、様式第２号のとおりとする。 

２ 知事は、助成金を交付しないことを決定したときは、様式第２号の２によ

り、その旨を当該団体に通知する。 

 

（支払の方法） 
第９条 知事は、必要があると認めたときには、第８条で通知する交付決定額

を限度として、助成金の概算払いをすることができる。 
２ 補助事業者は、助成金の支払いを受けようとするときは、様式第３号の助

成金請求書を知事に提出しなければならない。 
 
（助成事業の内容の変更等） 

第１０条 助成事業者は、規則第６条第１項第１号及び第３号に定める知事の



承認を受ける場合、次の各号の申請書をあらかじめ提出しなければならない。

ただし、事業目的の達成に支障がない範囲で、経費の配分を変更（項目間で経

費を流用）する場合（事業費を変更する場合においては、交付決定時の２０％

の範囲内で変更する場合に限る。）を除く。 

（１）助成金の額に変更が生じるとき   様式第４号 

（２）助成金の額に変更が生じないとき  様式第５号 

２ 知事は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請の内容が

適正であると認めたときは、次の各号の様式により、その旨を当該団体へ通

知する。 

（１）助成金の額に変更が生じるとき   様式第６号 

（２）助成金の額に変更が生じないとき  様式第７号 

 

（状況報告） 

第１１条 助成事業者は、知事の要求があったときは、助成事業の遂行の状況

について、当該要求に係る事項を書面で知事に報告しなければならない。 

 

（報告書の様式等） 

第１２条 規則第１３条の報告書の様式は、様式第８号のとおりとする。 

２ 前項の報告書は、次に掲げる書類を添えて、事業完了（事業の中止又は廃

止の場合を含む。）後１０日以内、又は別に定める日のいずれか早い期日まで

に提出しなければならない。 

（１）領収書等経費の支出を証する書類又はその写し 

（２）その他事業に関して知事が必要とする資料 

３ 助成対象事業を実施する団体の会計年度の途中である等やむを得ない理由

により、第１項に規定する様式のうち活動計算書を提出できない場合には、

その理由及び提出予定年月日を記載した書類を添付しなければならない。 

 

（助成金の額の確定） 

第１３条 規則第１４条の助成金の額の確定通知は、様式第９号により行うも

のとする。 

 

（財産処分制限の緩和期間） 

第１４条 規則第１９条第１項ただし書に定める知事が定める期間は、事業完

了後５年とする。 

 

（処分制限財産の指定） 



第１５条 規則第１９条第１項第２号の知事の定めるものは、備品とする。 

 

（書類の整備等） 

第１６条 助成事業者は、助成事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿

を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整理保管しておか

なければならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該助成事業の完了の日の属する会

計年度の翌会計年度から５年間保管しなければならない。 

 

（情報公開等） 

第１７条 助成事業者は、助成金で実施した事業の成果について、当該団体の

ホームページや広報物によって、広く県民に公開しなければならない。 

２ 助成事業者は、埼玉県ＮＰＯ基金の広報活動に必要な資料の提供や県ホー

ムページへの情報提供等において、必要な協力をしなければならない。 

 

 （暴力団排除に関する誓約）  

第１８条 助成事業者は、別紙記載の暴力団排除に関する誓約事項について助

成金の交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれ

に同意したものとする。 

 

 （その他） 

第１９条 この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。 

 

 

附 則 

 この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１６年１１月１０日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成１８年４月２１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年４月１９日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年１月２１日から施行する。 



   附 則 

 この要綱は、平成２１年３月２７日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２２年３月２６日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年３月２４日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年３月２７日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年３月１７日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年３月１２日から施行する。    

   附 則 

 この要綱は、令和２年６月１日から施行する。 

 ＮＰＯ活動サポート事業「緊急応援枠」については、令和３年３月３１日限

り廃止する。 

   附 則 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 埼玉県共助社会づくり支援事業補助金交付要綱（平成２５年４月１日施行） 

 は廃止する。 

  ただし、施行日より前に補助金の交付を受けた事業については、本要綱を 

 適用する。 

   附 則 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 埼玉県特定非営利活動促進基金団体登録要綱（平成１８年８月１日施行） 

 は廃止する。 

   附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。    

   附 則 

 この要綱は、令和８年３月２７日から施行する。 


